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4.2.2 パワーハラスメントに関する質問項目に対する解析結果 

  

５．ストレス強度についての項目反応理論による検討 

5.1 項目反応理論を用いた項目特徴（困難度・識別力） 

5.1.1 全 78 項目に対する段階反応モデルの解析結果 

5.1.2 項目反応理論を用いた属性影響力（特異項目機能） 

 5.1.2.1  性別・年齢 

 5.1.2.2  雇用形態 

5.1.2.3  職位 

5.1.2.4 従業員数 

5.2 IRT に基づくストレス強度の程度について 

  

ＥＥ  考考察察  

  

付付録録  

１. 調査票原票 

２. 2 値データ_項目特性曲線 

３.  2 値データ_パワハラ内容_項目特性曲線 

４.  段階反応モデル_全項目_項目特性曲線 

５.  段階反応モデル_DIF_項目特性曲線 
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以下ストレスイベント）

  

ＢＢ  調調査査研研究究のの概概要要  

 

 

3.1 横断的インタ  
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「あなたが、そのことによって、どの程度のストレス(心理的負担)を感じたか、もしくは感じている

かを 、0～10 の中でお答えください」 

と追加質問がなされ、体験したストレスイベントのストレス強度を 11 件法（ 0：全くストレス(精神

的負担)を感じなかった〔感じていない〕、5：中程度のストレス〔精神的負担〕を感じた〔感じている〕、

10：極めて強いストレス〔精神的負担〕を感じた〔感じている〕）で測定した。 

 

４４．．解解析析  

１）回答者の基本属性（性別、年代別、業種別、職種別、雇用形態別、職位別、従業員数別）について、

それぞれ「総数」、「パーセント」、「有効パーセント」及び「累積パーセント」を集計するととも

に、それぞれの項目について労働者の全国平均と比較し代表性について検討した。 

代表性の検討にあたっては、本調査対象者の選定を行った令和 2年 11 月の「労働力調査 (基本集

計)2020 年(令和 2年 11 月)」※1を基本データとして用いた。職種別就業者数については労働力調査の

2020 年平均※２を参照した。なお、本解析における基本属性の区分のうち、業種、職種、雇用形態、職

位等については、その割合が小さいものや集計結果のわかりやすさを考慮し、総務省「日本標準産業

分類（平成 25 年 10 月改定）（平成 26 年 4 月 1日施行）」の区分をいくつかまとめて集計した。 

※1 https://www.stat.go.jp/data/roudou/rireki/tsuki/pdf/202011.pdf 

※2 https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/chart/html/g0006.html 

２）ストレスイベントの有無について、現行設定項目および新規設定項目を含めた全項目について、全体

および属性（性別、年代別、業種別、職種別、雇用形態別、職位別、従業員数別）ごとの、「件数」、

「パーセント」を算出した。 

３）ストレス強度について、現行設定項目および新規設定項目を含めた全項目について、全体および属性

（性別、年代別、業種別、職種別、雇用形態別、職位別、従業員数別）ごとの、平均値と標準偏差を

示すととともに「平均値」、「標準偏差」を算出した。 

４）平成 22 年度と今回の調査項目で調べられた共通の項目について比較検討を行った。 

５）上記の記述統計以外に、項目反応理論を用いてストレスイベントの有無についての解析（共起性、項

目の特徴）とストレス強度についての解析（段階反応モデル、属性影響力）を行った。 

 

５５．．倫倫理理的的配配慮慮  

本調査対象者は、（株)ネオマーケティングが行う調査に関して個人情報の保護方法や調査参加同意

および撤回についての説明を受け、モニター契約に同意したものであった。当該調査会社では、モニタ

ー登録の段階において個人情報は聴取するものの、インターネット調査時には個人情報は取得せず、回

答したモニターの登録番号のみが個人を特定するデータとして利用される仕組みになっている。 今回

の調査においても、回答結果はモニター登録番号（連番 1～30,000）に紐づけされた形で研究責任者の

田中までパスワード付のデジタルデータとして渡され、受け取ったデータの中に個人を特定できるデー

タが含まれないことを最終確認した上でデータ解析が行われた。 
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１１  デデーータタのの概概要要（（調調査査対対象象者者のの基基本本属属性性））  

11..11 性性別別・・年年齢齢・・業業種種・・雇雇用用形形態態・・職職種種・・職職位位・・従従業業員員数数・・居居住住地地域域  

 
表 1 対象者の性別 

 
表 2 対象者の年代 

 
 
表 3 対象者の業種 
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表 4 対象者の職種 

 
 
表 5 対象者の雇用形態 

 
 
表 6 対象者の職位 

 
 



6

表 7 対象者の勤め先の従業員数

図 1 対象者の居住地域
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表 8 対象者の性別と年齢・年代のクロス表 
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表 9 対象者の業種・雇用形態のクロス表（セル上段：度数，セル下段：パーセンタイル値） 
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表 10 対象者の職種・職位のクロス表（セル上段：度数，セル下段：パーセンタイル値） 
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11..22 調調査査対対象象者者のの代代表表性性  

表 11 性別 

表 12 年代
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表 13 業種 
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表 14 雇用形態 

表 15 職種 
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表 16 事業場規模別 
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２２  スストトレレススイイベベンントトのの有有無無ににつついいてて  
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表 17 現行 37 項目に対する回答頻度 （）内は％ 
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表 18 性別・年齢別にみた現行 37 項目に対する経験「有」の頻度 （）内は％ 
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表 19 業種別にみた現行 37項目に対する経験「有」の頻度 （）内は％ 
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（続き） 
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表 20 職種別にみた現行 37項目に対する経験「有」の頻度 （）内は％ 
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（続き） 



22 

表 21 雇用形態別にみた現行 37 項目に対する経験「有」の頻度 （）内は％ 
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表 22 職位別にみた現行 37項目に対する経験「有」の頻度 （）内は％ 
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表 23 従業員数別にみた現行 37 項目に対する経験「有」の頻度 （）内は％ 
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22..22  7788   

表 24 非正規雇用労働者に関する項目に対する回答頻度（項目 41-44）（）内は％ 
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表 25 パワーハラスメントの内容に関する項目に対する回答頻度（項目 51-59）（）内は％ 

 
8.5% 38.2%

51 52 2,442
8% 7 1/4

53 54  
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表 26 65 項目に対する回答頻度（セル上段：度数，セル下段：パーセンタイル値） 

 

No. 

以下に，生活上の様々な出来事や状況を 78 項目あげています。まず，あなたがこの半年間に，提示さ

れた出来事や状況を経験したことがある (現在もそのような出来事や状況が続いている場合も含みま

す) 場合には 「ある」に，ない場合には 「ない」にチェックを付けて回答してください。（お答えはそれ

ぞれ 1 つ） 

 

 

 

ない 

  

ある 

  

1 
業務に関連し，重度の病気やケガをした※おおむね 2 か月以上の入院を要するものなどを想定してく

ださい 

29,256 744 

（97.5） （2.5） 

2 業務に関連し，悲惨な事故や災害の体験，目撃をした 
28,801 1,199 

（96.0） （4.0） 

3 業務に関連し，交通事故にあった 
28,963 1,037 

（96.5） （3.5） 

4 
感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した※実際には病気や事故を体験していません

が，その危険性が高いと思われる業務を想定してください 

27,883 2,117 

（92.9） （7.1） 

5 業務に関連し，重大な事故・人身事故を起こした 
29,386 614 

（98.0） （2.0） 

6 

会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした※「重大な仕事上のミス」は，会社の倒産を招

きかねないようなミスや会社の信用を著しく傷つけるほどのミスをし，その後事後対応を行うようなもの

を想定してください 

29,421 579 

（98.1） （1.9） 

7 
仕事上のミスをした※「仕事上のミスをした」は，被害が生じる等軽微ではない仕事上のミスをし，その

後事後対応を行うようなものを想定してください 

25,322 4,678 

（84.4） （15.6） 

8 
軽微な仕事上のミスをした※「軽微な仕事上のミス」は，被害等が少ない，わずかなミスを想定してくだ

さい 

16,782 13,218 

（55.9） （44.1） 

9 会社で起きた事故，事件について，責任を問われた 
28,861 1,139 

（96.2） （3.8） 

10 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 
29,097 903 

（97.0） （3.0） 

11 業務に関連し，違法行為を強要された※違法行為を見逃すよう指示されたことも含みます 
29,137 863 

（97.1） （2.9） 

12 
達成困難なノルマが課された※「ノルマ」とは，一定時間内に果たすことが求められる作業量や業績目

標を指します 

28,096 1,904 

（93.7） （6.3） 

13 
ノルマが達成できなかった※達成が強く求められる業績目標や期待された業績・業務水準に達するこ

とができなかった場合も含みます 

26,962 3,038 

（89.9） （10.1） 

14 新規事業の担当になった，会社の建て直しの担当になった 
28,641 1,359 

（95.5） （4.5） 

15 
顧客や取引先から無理な注文を受けた※「無理な注文」は，短納期発注や発注内容の頻繁な変更等

を想定してください 

27,890 2,110 

（93.0） （7.0） 
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16 
顧客や取引先からクレームを受けた※「クレーム」は，納品物の不適合の指摘等その内容が妥当なも

のを指します 

24,985 5,015 

（83.3） （16.7） 

17 

顧客や取引先に大きな変更があった※取引先の業態・業種や事業地域などがこれまで経験したものと

大きく異なり，取引に当たり必要となる基礎知識や人脈などが明らかに不足した状態で業務に従事す

る場合を想定してください 

28,507 1,493 

（95.0） （5.0） 

18 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 
28,530 1,470 

（95.1） （4.9） 

19 上司が不在になることにより，その代行を任された 
26,983 3,017 

（89.9） （10.1） 

20 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった 
25,779 4,221 

（85.9） （14.1） 

21 

1 か月に 60 時間以上 80 時間未満の時間外労働を行った※時間外労働とは 1 週間当たり 40 時間を

超える労働のことをいい，休日労働を含みます※時間外労働とは１週間当たり 40 時間を超える労働

のことをいい，休日労働を含みます（以下同じです） 

26,926 3,074 

（89.8） （10.2） 

22 1 か月に 80 時間以上 100 時間未満の時間外労働を行った 
28,008 1,992 

（93.4） （6.6） 

23 1 か月に 100 時間以上 120 時間未満の時間外労働を行った 
28,654 1,346 

（95.5） （4.5） 

24 1 か月に 120 時間以上の時間外労働を行った 
28,828 1,172 

（96.1） （3.9） 

25 2 週間以上にわたって連続勤務を行った 
28,010 1,990 

（93.4） （6.6） 

26 勤務形態に変化があった 
25,639 4,361 

（85.5） （14.5） 

27 仕事のペース，活動の変化があった 
24,168 5,832 

（80.6） （19.4） 

28 
深夜勤務を含む不規則なシフト勤務を行った※シフトがしばしば変更されたり，直前（前日～数日前）に

決定されたりする，あるいはシフト間の休憩が十分ではないなどの状況を想定してください 

27,872 2,128 

（92.9） （7.1） 

29 海外出張があった※1 週間程度の出張期間を想定してください 
29,064 936 

（96.9） （3.1） 

30 国内出張が増えた※連続又は分割して月に 1 週間程度の出張を行う場合を想定してください 
28,787 1,213 

（96.0） （4.0） 

31 退職を強要された 
29,063 937 

（96.9） （3.1） 

32 配置転換があった※「配置転換」は，所属部署や勤務場所の変更を指し，転居を伴うものを除きます 
27,809 2,191 

（92.7） （7.3） 

33 転勤をした※「転勤」は，勤務場所の変更であって転居を伴うものを指します 
28,594 1,406 

（95.3） （4.7） 
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16 
顧客や取引先からクレームを受けた※「クレーム」は，納品物の不適合の指摘等その内容が妥当なも

のを指します 

24,985 5,015 

（83.3） （16.7） 

17 

顧客や取引先に大きな変更があった※取引先の業態・業種や事業地域などがこれまで経験したものと

大きく異なり，取引に当たり必要となる基礎知識や人脈などが明らかに不足した状態で業務に従事す

る場合を想定してください 

28,507 1,493 

（95.0） （5.0） 

18 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 
28,530 1,470 

（95.1） （4.9） 

19 上司が不在になることにより，その代行を任された 
26,983 3,017 

（89.9） （10.1） 

20 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった 
25,779 4,221 

（85.9） （14.1） 

21 

1 か月に 60 時間以上 80 時間未満の時間外労働を行った※時間外労働とは 1 週間当たり 40 時間を

超える労働のことをいい，休日労働を含みます※時間外労働とは１週間当たり 40 時間を超える労働

のことをいい，休日労働を含みます（以下同じです） 

26,926 3,074 

（89.8） （10.2） 

22 1 か月に 80 時間以上 100 時間未満の時間外労働を行った 
28,008 1,992 

（93.4） （6.6） 

23 1 か月に 100 時間以上 120 時間未満の時間外労働を行った 
28,654 1,346 

（95.5） （4.5） 

24 1 か月に 120 時間以上の時間外労働を行った 
28,828 1,172 

（96.1） （3.9） 

25 2 週間以上にわたって連続勤務を行った 
28,010 1,990 

（93.4） （6.6） 

26 勤務形態に変化があった 
25,639 4,361 

（85.5） （14.5） 

27 仕事のペース，活動の変化があった 
24,168 5,832 

（80.6） （19.4） 

28 
深夜勤務を含む不規則なシフト勤務を行った※シフトがしばしば変更されたり，直前（前日～数日前）に

決定されたりする，あるいはシフト間の休憩が十分ではないなどの状況を想定してください 

27,872 2,128 

（92.9） （7.1） 

29 海外出張があった※1 週間程度の出張期間を想定してください 
29,064 936 

（96.9） （3.1） 

30 国内出張が増えた※連続又は分割して月に 1 週間程度の出張を行う場合を想定してください 
28,787 1,213 

（96.0） （4.0） 

31 退職を強要された 
29,063 937 

（96.9） （3.1） 

32 配置転換があった※「配置転換」は，所属部署や勤務場所の変更を指し，転居を伴うものを除きます 
27,809 2,191 

（92.7） （7.3） 

33 転勤をした※「転勤」は，勤務場所の変更であって転居を伴うものを指します 
28,594 1,406 

（95.3） （4.7） 
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図 2 被験者ごとにみた 65 項目に対する「ある」の回答頻度の分布 
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表 27 性別・年齢別にみたストレスイベントの経験の「有」の頻度 （）内は％ 
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表 28 業種別にみたストレスイベントの経験の「有」の頻度 （）内は％ 
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（続き） 
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表 29 職種別にみたストレスイベントの経験の「有」の頻度 （）内は％ 
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（続き） 
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表 30 雇用形態別にみたストレスイベントの経験の「有」の頻度 （）内は％ 
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表 31 職位別にみたストレスイベントの経験の「有」の頻度 （）内は％ 
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表 32 従業員数別にみたストレスイベントの経験の「有」の頻度 （）内は％ 
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33  スストトレレスス強強度度ににつついいてて  

78 項目のストレスイベントに対して半年間で経験したことが「ある」と回答した項目について，それ

ぞれのイベントによって，回答者がどの程度のストレス(心理的負担)を感じたか，もしくは感じている

かを 0（「全くストレス（精神的負担）を感じていないかった（感じていない）」）から 10（「極めて強い

ストレス（精神的負担）を感じた（感じている）」）の 11件法にて回答を得た。 
  

33..11 現現行行 3377 項項目目にに対対すするる属属性性項項目目別別のの回回答答結結果果  

現行の 37 項目について，全体および各属性項目別にみたストレス強度の平均値・標準偏差・回答数（表

33 には全体数に対する割合も併記）を表 33～40 に示す。なお，現行の項目である「1か月に 80 時間以上

の時間外労働を行った」は，本調査において項目 22，23，24 として分類されているため，全 39 項目の結

果として図表は作成している。表中の項目番号は本調査における項目番号である。 
 
表 33 現行 37 項目のストレス強度（質問項目順） 

質問項目 平均 
標準

偏差 

回答

数 

割合

（%） 

1 
業務に関連し，重度の病気やケガをした※おおむね 2 か月以上の入院を要するものなどを

想定してください 
5.09 3.09 744 2.48%

2 業務に関連し，悲惨な事故や災害の体験，目撃をした 5.26 2.84 1,199 4.00%

5 業務に関連し，重大な事故・人身事故を起こした 4.9 3.1 614 2.05%

6 

会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした※「重大な仕事上のミス」は，会

社の倒産を招きかねないようなミスや会社の信用を著しく傷つけるほどのミスをし，その後

事後対応を行うようなものを想定してください 

5.02 3.1 579 1.93%

9 会社で起きた事故，事件について，責任を問われた 5.75 3.03 1,139 3.80%

10 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 5.62 3.03 903 3.01%

11 業務に関連し，違法行為を強要された※違法行為を見逃すよう指示されたことも含みます 5.75 3.15 863 2.88%

12 
達成困難なノルマが課された※「ノルマ」とは，一定時間内に果たすことが求められる作業

量や業績目標を指します 
6.65 2.86 1,904 6.35%

13 
ノルマが達成できなかった※達成が強く求められる業績目標や期待された業績・業務水準

に達することができなかった場合も含みます 
6.02 2.71 3,038 10.13%

14 新規事業の担当になった，会社の建て直しの担当になった 5.13 2.95 1,359 4.53%

15 
顧客や取引先から無理な注文を受けた※「無理な注文」は，短納期発注や発注内容の頻

繁な変更等を想定してください 
6.21 2.77 2,110 7.03%

16 
顧客や取引先からクレームを受けた※「クレーム」は，納品物の不適合の指摘等その内容

が妥当なものを指します 
6.27 2.58 5,015 16.72%

18 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 5.26 2.93 1,470 4.90%

19 上司が不在になることにより，その代行を任された 4.8 2.84 3,017 10.06%

20 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった 5.96 2.69 4,221 14.07%

22 1 か月に 80 時間以上 100 時間未満の時間外労働を行った 5.62 2.99 1,992 6.64%

23 1 か月に 100 時間以上 120 時間未満の時間外労働を行った 5.57 3.14 1,346 4.49%
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表 34 性別による現行 37 項目のストレス強度（質問項目順） 
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表 35 年代別の現行 37 項目のストレス強度（質問項目順） 
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表 36 業種別の現行 37 項目のストレス強度（質問項目順） 
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（続き） 

 
 



55 

表 37 職種別の現行 37 項目のストレス強度（質問項目順） 
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（続き） 
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表 38 雇用形態別の現行 37項目のストレス強度（質問項目順） 
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39 職位別の現行 37 項目のストレス強度（質問項目順） 
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表 40 従業員数別の現行 37項目のストレス強度（質問項目順） 
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33..22  新新規規項項目目をを含含めめたた全全 7788 項項目目にに対対すするる属属性性項項目目別別のの回回答答結結果果  

 
 

表 41 全 78項目のストレス強度（質問項目順） 
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以下に 78 項目に対する強度水準の選択頻度を示す。 



65 
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図 3 78 項目に対する強度水準の選択頻度 
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表 42 性別ごとにみた全 78項目のストレス強度（質問項目順） 
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表 43 年代別の全 78 項目のストレス強度（質問項目順） 
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表 44 業種別の全 78 項目のストレス強度（質問項目順） 



73 

 

 

 

 

 

 



74 

（続き） 
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表 45 職種別の全 78 項目のストレス強度（質問項目順） 
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表 46 雇用形態別の全 78 項目のストレス強度（質問項目順） 
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表 47 職位別の全 78 項目のストレス強度（質問項目順） 



83 

 

 



84 

表 48 従業員数別の全 78 項目のストレス強度（質問項目順） 
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33..33  平平均均値値ラランンキキンンググ  

 
 
表 49 現行 37 項目のストレス強度の平均値ランキング 
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表 50 全 78項目のストレス強度の平均値ランキング 
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44  スストトレレススイイベベンントトのの有有無無ににつついいててのの項項目目反反応応理理論論にによよるる検検討討  

  

44..11 項項目目間間のの反反応応特特徴徴（（共共起起性性））  

 

!,# =
! #

!

 

 
A B 2 6  0.33 

 A B C D E 
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図 4 共起性指標の観測数 

 
 

 
図 5 項目間の共起性指標（縦軸：項目 i  横軸：項目 j） 
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図 6 項目間の共起性指標の平均値 

説明：図 5を項目ごとに横方向に平均したもの（左）と縦方向に平均したもの（右） 
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44..22 項項目目反反応応理理論論をを用用いいたた項項目目特特徴徴（（困困難難度度・・識識別別力力））  

”0”  

”1”
“0.5”

 
 

 
図 7 IRT における項目特性曲線（項目 1の例） 

説明：縦軸は項目への正答確率（「ある」と答えた確率）を，横軸は潜在特性（ストレスイベント経

験の潜在的な頻度）を表している。正答確率 50%を表す破線との交点の横軸値が困難度

（2.51）を示し，曲線の傾き（1.33）が識別力を表している。 
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44..22..11 パパワワーーハハララススメメンントトのの内内容容項項目目をを除除くく 6699 項項目目にに対対すするる解解析析結結果果  
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表 52 69 項目の 2値データの項目母数の推定値 
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44..22..22 パパワワーーハハララススメメンントトにに関関すするる質質問問項項目目（（項項目目 5511--5599））にに対対すするる解解析析結結果果  

 

 
図 9 各パワーハラスメント項目の経験の有無によるスクリープロット 
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表 53 パワーハラスメントに関する質問項目の 2値データの項目母数の推定値 

/
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55 スストトレレスス強強度度ににつついいててのの項項目目反反応応理理論論にによよるる検検討討  

 
55..11 項項目目反反応応理理論論をを用用いいたた項項目目特特徴徴（（困困難難度度・・識識別別力力））  

 
 
表 54 調査における回答水準と，解析実施時の段階カテゴリの対応 
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55..11..11 全全 7788 項項目目にに対対すするる段段階階反反応応モモデデルルのの解解析析結結果果  

 
図 10 ストレス強度のスクリープロット 
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53
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表 55 69 項目のストレス強度に関する項目母数の推定値 
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55..11..22 項項目目反反応応理理論論をを用用いいたた属属性性影影響響力力（（特特異異項項目目機機能能））  

IRT
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55..22  IIRRTT にに基基づづくくスストトレレスス強強度度のの程程度度ににつついいてて  

 5.1.の結果をもとに項目ごとのストレス強度の程度について提案する（表 56）。なお，本提案は

あくまで本調査から得られた回答結果からの提案であり，実際の判定時においてはエキスパートに

よる意見を集約したうえで、事例ごとに必要な情報を精査しながら判定する必要があるのは言うま

でもない。特に、 

・ 本調査の回答は回答者の主観的なストレス強度を反映している点 
・ 医学経験則上、本人に原因のない出来事は、本人にも原因がある出来事よりもストレス強度の

程度が強くなる傾向があるところ、主観的なストレス強度の調査においてはこれが反映されにく

いと考えられる点 
・ 本調査の回答者は日常生活を支障なく営んでいる者が多数と考えられるところ、日常に体験さ

れやすいストレスに比べ、事故やケガなどの非日常的なストレスの強度が回答に十分に反映され

にくいと考えられる点（その影響かどうかは断定できないが、項目 6・7、項目 22・23・24、項

目 51・52 のように、設問から客観的に想定されるストレスの強度の順序と、実際の回答結果に

おけるストレス強度の平均値の順序が逆転した項目がある） 
・ 本調査の調査項目及び回答は出来事それ自体に着目したものとなるが、実際の事例では当該出

来事後の様々な状況も含めてストレス強度を判定する必要がある点 
・ 調査項目は抽象化されたものとならざるを得ないが、対面調査ではなく文書（web）調査であ

ることから、回答者により想定した出来事やその後の状況が異なり得る点 
に留意する必要がある。 

 

本提案ではまず，9カテゴリを持つ段階反応モデルから得られた 8個の困難度について，図 3か

ら困難度③，困難度⑥は回答頻度が大きく推移する点であるといえるため，これを境界として，さ

らにストレスが弱い方から強い方へⅠ・Ⅱ・Ⅲの 3水準で強度を分類した。なお，この境界点はあ

くまでカテゴリ 3とカテゴリ 4の境界における困難度，カテゴリ 6とカテゴリ 7の境界における困

難度であるため，元の 11 段階における回答が，IとⅡの境界は「3 or 4」から「5」への反応率が

移行する点であり，ⅡとⅢの境界は「7」から「8」への反応率が移行する点としたものである。 

これら 2つの境界カテゴリに関する困難度について，項目全体の平均値と標準偏差を算出し，「平

均±0.5 標準偏差」を下限と上限の基準値として，以下のルールに基づき判定した。 

 

 困難度③における項目困難度および困難度⑥における項目困難度がともに，それぞれの困

難度における基準値より高い場合（「△ △」）は「Ⅰ」 

 困難度③における項目困難度および困難度⑥における項目困難度のいずれかが，それぞれ

の困難度における基準値より高く，もう一方が基準値の範囲内の場合（「△ -」または「- 

△」 ）は「Ⅰ～Ⅱ」 

 困難度③における項目困難度および困難度⑥における項目困難度の両方が，それぞれの困

難度における基準値の範囲内の場合（「- -」）は「Ⅱ」 

 困難度③における項目困難度が基準値よりも低い（または高い）場合に，困難度⑥におけ

る項目困難度が基準値よりも高い（または低い）場合（「△▼」または「▼△」）は「Ⅱ」 

 困難度③における項目困難度および困難度⑥における項目困難度のいずれかが，それぞれ
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55..22  IIRRTT にに基基づづくくスストトレレスス強強度度のの程程度度ににつついいてて  

 5.1.の結果をもとに項目ごとのストレス強度の程度について提案する（表 56）。なお，本提案は

あくまで本調査から得られた回答結果からの提案であり，実際の判定時においてはエキスパートに

よる意見を集約したうえで、事例ごとに必要な情報を精査しながら判定する必要があるのは言うま

でもない。特に、 

・ 本調査の回答は回答者の主観的なストレス強度を反映している点 
・ 医学経験則上、本人に原因のない出来事は、本人にも原因がある出来事よりもストレス強度の

程度が強くなる傾向があるところ、主観的なストレス強度の調査においてはこれが反映されにく

いと考えられる点 
・ 本調査の回答者は日常生活を支障なく営んでいる者が多数と考えられるところ、日常に体験さ

れやすいストレスに比べ、事故やケガなどの非日常的なストレスの強度が回答に十分に反映され

にくいと考えられる点（その影響かどうかは断定できないが、項目 6・7、項目 22・23・24、項

目 51・52 のように、設問から客観的に想定されるストレスの強度の順序と、実際の回答結果に

おけるストレス強度の平均値の順序が逆転した項目がある） 
・ 本調査の調査項目及び回答は出来事それ自体に着目したものとなるが、実際の事例では当該出

来事後の様々な状況も含めてストレス強度を判定する必要がある点 
・ 調査項目は抽象化されたものとならざるを得ないが、対面調査ではなく文書（web）調査であ

ることから、回答者により想定した出来事やその後の状況が異なり得る点 
に留意する必要がある。 

 

本提案ではまず，9カテゴリを持つ段階反応モデルから得られた 8個の困難度について，図 3か

ら困難度③，困難度⑥は回答頻度が大きく推移する点であるといえるため，これを境界として，さ

らにストレスが弱い方から強い方へⅠ・Ⅱ・Ⅲの 3水準で強度を分類した。なお，この境界点はあ

くまでカテゴリ 3とカテゴリ 4の境界における困難度，カテゴリ 6とカテゴリ 7の境界における困

難度であるため，元の 11 段階における回答が，IとⅡの境界は「3 or 4」から「5」への反応率が

移行する点であり，ⅡとⅢの境界は「7」から「8」への反応率が移行する点としたものである。 

これら 2つの境界カテゴリに関する困難度について，項目全体の平均値と標準偏差を算出し，「平

均±0.5 標準偏差」を下限と上限の基準値として，以下のルールに基づき判定した。 

 

 困難度③における項目困難度および困難度⑥における項目困難度がともに，それぞれの困

難度における基準値より高い場合（「△ △」）は「Ⅰ」 

 困難度③における項目困難度および困難度⑥における項目困難度のいずれかが，それぞれ

の困難度における基準値より高く，もう一方が基準値の範囲内の場合（「△ -」または「- 

△」 ）は「Ⅰ～Ⅱ」 

 困難度③における項目困難度および困難度⑥における項目困難度の両方が，それぞれの困

難度における基準値の範囲内の場合（「- -」）は「Ⅱ」 

 困難度③における項目困難度が基準値よりも低い（または高い）場合に，困難度⑥におけ

る項目困難度が基準値よりも高い（または低い）場合（「△▼」または「▼△」）は「Ⅱ」 

 困難度③における項目困難度および困難度⑥における項目困難度のいずれかが，それぞれ
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の困難度における基準値より低く，もう一方が基準値の範囲内の場合（「▼ -」または「- 

▼」 ）は「Ⅱ～Ⅲ」 

  困難度③における項目困難度および困難度⑥における項目困難度がともに，それぞれの困

難度における基準値より低い場合（「▼▼」）は「Ⅲ」 
表 56 には IRT に基づく結果の他、ストレス強度の平均点、ランキングの順位、最頻値についても記し

ている。また有意な DIF が検出された項目における「↑」はストレス強度が高くなる条件を、「↓」はス

トレス強度が低くなる条件を記している。 
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表 5  境界カテゴリにおける困難度を基準とした項目強度案 
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ストレスに関する調査

■基本属性について
全員回答

あなたの性別をお答えください。
（お答えは1つ）

○1 男性
○2 ⼥性
○3 回答しない

あなたの年齢をお答えください。
（お答えは半⾓数字で）

歳

あなたのお住まいの地域をお答えください。
（お答えは1つ）

1 北海道 19 ⼭梨県 38 愛媛県
2 ⻘森県 20 ⻑野県 39 ⾼知県
3 岩⼿県 21 岐⾩県 40 福岡県
4 宮城県 22 静岡県 41 佐賀県
5 秋⽥県 23 愛知県 42 ⻑崎県
6 ⼭形県 24 三重県 43 熊本県
7 福島県 25 滋賀県 44 ⼤分県
8 茨城県 26 京都府 45 宮崎県
9 栃⽊県 27 ⼤阪府 46 ⿅児島県
10 群⾺県 28 兵庫県 47 沖縄県
11 埼⽟県 29 奈良県
12 千葉県 30 和歌⼭県
13 東京都 31 ⿃取県
14 神奈川県 32 島根県
15 新潟県 33 岡⼭県
16 富⼭県 34 広島県
17 ⽯川県 35 ⼭⼝県
18 福井県 36 徳島県

37 ⾹川県

 

11   
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全員回答
あなたの職業（雇⽤形態）をお答えください。
（お答えは１つ）

○1 経営・役員
○2 正規社員
○3 契約社員
○4 労働者派遣事業所の派遣労働者
○5 パート・アルバイト

全員回答
あなたのお勤め先の業種をお答えください。
（お答えは１つ）

○1 農業・林業・漁業・鉱⼯業等
○2 建設業
○3 製造業
○4 電気・ガス・熱供給・⽔道業
○5 情報通信業
○6 運輸業・郵便業
○7 卸売・⼩売業
○8 ⾦融・保険業
○9 不動産業・物品賃貸業
○10 宿泊業・飲⾷サービス業
○11 医療・福祉
○12 教育・学習⽀援業
○13 サービス業（他に分類されないもの）
○14 その他（具体的に           ）

全員回答
あなたの職種をお答えください。
（お答えは１つ）

○1 専⾨的・技術的職業従事者
○2 管理的職業従事者
○3 事務従事者
○4 販売従事者
○5 サービス職業従事者
○6 保安職業従事者
○7 農林漁業従事者
○8 輸送・機械運転従事者
○9 ⽣産⼯程従事者
○10 運搬・清掃・包装等従事者
○11 建設・採掘従事者
○12 その他（具体的に           ）

全員回答
あなたの職位をお答えください。
（お答えは１つ）

○1 部⻑級以上
○2 課⻑・課⻑補佐級
○3 係⻑級
○4 職⻑・主任級
○5 役職なし
○6 その他

全員回答
あなたのお勤め先の従業員数をお答えください。
（お答えは１つ）

○1 10名未満
○2 10名〜100名未満
○3 100名〜300名未満
○4 300名〜500名未満
○5 500名〜1,000名未満
○6 1,000名以上
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全員回答
Q1 以下に、⽣活上の様々な出来事や状況を78項⽬あげています。

まず、あなたがこの半年間に、提⽰された出来事や状況を経験したことがある (現在もそのような出来事や状況が続いている場合も含みます) 場合には 「あ
ない場合には 「ない」にチェックを付けて回答してください。
（お答えはそれぞれ1つ）

な
い

あ
る

Q1_1 ○1 ○2

Q1_2 業務に関連し、悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした ○1 ○2
Q1_3 業務に関連し、交通事故にあった ○1 ○2

Q1_4 ○1 ○2

Q1_5 業務に関連し、重⼤な事故・⼈⾝事故を起こした ○1 ○2

Q1_6 ○1 ○2

Q1_7 ○1 ○2

Q1_8 ○1 ○2

Q1_9 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた ○1 ○2
Q1_10 ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた ○1 ○2

Q1_11 ○1 ○2

Q1_12 ○1 ○2

Q1_13 ○1 ○2

Q1_14 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった ○1 ○2

Q1_15 ○1 ○2

Q1_16 ○1 ○2

Q1_17 ○1 ○2

Q1_18 ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた ○1 ○2
Q1_19 上司が不在になることにより、その代⾏を任された ○1 ○2
Q1_20 仕事内容・仕事量の⼤きな変化を⽣じさせる出来事があった ○1 ○2

Q1_21 ○1 ○2

Q1_22 ○1 ○2

Q1_23 ○1 ○2

Q1_24 ○1 ○2

Q1_25 2週間以上にわたって連続勤務を⾏った ○1 ○2
Q1_26 勤務形態に変化があった ○1 ○2
Q1_27 仕事のペース、活動の変化があった ○1 ○2

Q1_28 ○1 ○2

Q1_29 ○1 ○2

Q1_30 ○1 ○2

Q1_31 退職を強要された ○1 ○2

Q1_32 ○1 ○2

Q1_33 ○1 ○2

Q1_34 複数名で担当していた業務を１⼈で担当するようになった ○1 ○2
Q1_35 ⾃分の昇格・昇進があった ○1 ○2
Q1_36 ⾃分の降格があった ○1 ○2

①事故や災
害の体験

業務に関連し、重度の病気やケガをした
※おおむね２か⽉以上の⼊院を要するものなどを想定してください

感染症等の病気や事故の危険性が⾼い業務に従事した
※実際には病気や事故を体験していませんが，その危険性が⾼いと思われる業務を想定してください

②仕事 の
失 敗、過
重な責 任
の発 ⽣等

会社の経営に影響するなどの重⼤な仕事上のミスをした
※「重⼤な仕事上のミス」は、会社の倒産を招きかねないようなミスや会社の信⽤を著しく傷つけるほどのミ
スをし、その後事後対応を⾏うようなものを想定してください
仕事上のミスをした
※「仕事上のミスをした」は、被害が⽣じる等軽微ではない仕事上のミスをし、その後事後対応を⾏うような
ものを想定してください

軽微な仕事上のミスをした
※「軽微な仕事上のミス」は、被害等が少ない、わずかなミスを想定してください

業務に関連し、違法⾏為を強要された
※違法⾏為を⾒逃すよう指⽰されたことも含みます

達成困難なノルマが課された
※「ノルマ」とは，⼀定時間内に果たすことが求められる作業量や業績⽬標を指します

ノルマが達成できなかった
※達成が強く求められる業績⽬標や期待された業績・業務⽔準に達することができなかった場合も含みます

顧客や取引先から無理な注⽂を受けた
※「無理な注⽂」は、短納期発注や発注内容の頻繁な変更等を想定してください

顧客や取引先からクレームを受けた
※「クレーム」は、納品物の不適合の指摘等その内容が妥当なものを指します
顧客や取引先に⼤きな変更があった
※取引先の業態・業種や事業地域などがこれまで経験したものと⼤きく異なり、取引に当たり必要となる基礎
知識や⼈脈などが明らかに不⾜した状態で業務に従事する場合を想定してください

③仕事 の
量・ 質

１か⽉に60時間以上80時間未満の時間外労働を⾏った
※時間外労働とは１週間当たり40時間を超える労働のことをいい、休⽇労働を含みます

１か⽉に80時間以上100時間未満の時間外労働を⾏った
※時間外労働とは１週間当たり40時間を超える労働のことをいい、休⽇労働を含みます
１か⽉に100時間以上120時間未満の時間外労働を⾏った
※時間外労働とは１週間当たり40時間を超える労働のことをいい、休⽇労働を含みます

１か⽉に120時間以上の時間外労働を⾏った
※時間外労働とは１週間当たり40時間を超える労働のことをいい、休⽇労働を含みます

深夜勤務を含む不規則なシフト勤務を⾏った
※シフトがしばしば変更されたり、直前（前⽇〜数⽇前）に決定されたりする、あるいはシフト間の休憩が⼗
分ではないなどの状況を想定してください

海外出張があった
※１週間程度の出張期間を想定してください
国内出張が増えた
※連続⼜は分割して⽉に１週間程度の出張を⾏う場合を想定してください

配置転換があった
※「配置転換」は、所属部署や勤務場所の変更を指し、転居を伴うものを除きます
転勤をした
※「転勤」は、勤務場所の変更であって転居を伴うものを指します
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Q1_37 ○1 ○2

Q1_38 ○1 ○2

Q1_39 部下が減った ○1 ○2
Q1_40 早期退職制度の対象となった ○1 ○2
＊Q41-44については基本属性で「契約社員」「労働者派遣事業所の派遣労働者」「パート・アルバイト」と回答したものだけが回答
Q1_41 ⾮正規雇⽤労働者であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた ○1 ○2

Q1_42 ○1 ○2

Q1_43 ○1 ○2

Q1_44 ⾮正規雇⽤労働者である⾃分の正社員登⽤が⾒送られた ○1 ○2

Q1_45 ○1 ○2

Q1_46 成果主義・能⼒主義評価制度において，評価が下がった。 ○1 ○2

Q1_47 ○1 ○2

Q1_48 ⾃分の勤務形態がテレワークになった ○1 ○2
Q1_49 部下、上司、同僚等がテレワークになった ○1 ○2

Q1_50 ○1 ○2

Q1_51 ○1 ○2

Q1_52 ○1 ○2

Q1_53 ○1 ○2

Q1_54 ○1 ○2

Q1_55 ○1 ○2

Q1_56 ○1 ○2

Q1_57 ○1 ○2

Q1_58 ○1 ○2

Q1_59 ○1 ○2

Q1_60 ○1 ○2

Q1_61 ○1 ○2

Q1_62 ○1 ○2

Q1_63 ○1 ○2

Q1_64 ○1 ○2

Q1_65 ⾃分を理解してくれていた⼈が他の部署に異動した ○1 ○2
Q1_66 上司が替わった ○1 ○2

Q1_67 ○1 ○2

Q1_68 顧客や取引先、施設利⽤者等から著しい迷惑⾏為（暴⾏、脅迫、暴⾔、著しく不当な要求等）を受けた  ○1 ○2

Q1_69 ○1 ○2

Q1_70 ○1 ○2

④役 割・
地 位の変

化等

給与が⼤きく減った
※従来と同様の仕事をしているのに、給与が⼤きく減るような場合を想定してください
役割・地位の変化等に関する内⽰を受けた
※転勤、配置転換、昇進・降格等の内⽰を受け、実際に異動する前の状況を想定してください

⾮正規雇⽤労働者である⾃分の契約満了が迫った
※契約の更新・不更新が確定する前の状況を想定してください

⾮正規雇⽤労働者である⾃分の合理的な期待に反し、雇⽤契約が更新されないこととなった
※これまでの更新回数、勤続年数、雇⽤継続の期待を持たせる使⽤者の⾔動等から、契約更新について合理的
な期待がある場合を想定しています

上司等から⼈間関係からの切り離しを受けた
※無視や孤⽴化などを想定してください

上司等から過⼤な要求を受けた
※達成不可能な⽬標を与えできないと叱責する、業務と無関係な雑⽤を強制される、などを想定してください

上司等から過⼩な要求を受けた
※退職を⽬的に誰でもできる仕事しか与えない、仕事を与えない、などを想定してください

上司等から個の侵害を受けた
※職場外でも継続的に監視したり、個⼈情報を本⼈の了解を得ずに暴露する、などを想定してください

同僚等がひどい叱責を受けている場に何度も遭遇した
※同僚等とは同僚および部下を指しています

業務の範囲や裁量権が⼤幅に減った
※役職定年や定年退職後の雇⽤延⻑等による変化を想定しています

労働契約の不利益な変更があった
※労働契約の変更により、雇⽤形態（正社員、パート等）、契約期間、労働⽇数・時間などが不利益に変更さ
れた場合を想定してください

⑤パワーハ
ラスメント

上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
※「⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメント」は、暴⾏や、必要以上に⻑時間にわたる厳しい叱責な
どを指します。上司からのパワーハラスメントのほか、同僚や部下からの集団による⾏為で抵抗・拒絶するこ
とが困難な場合も含みます

※Q1_51からQ1_59は「上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の具体例を挙げていますのでそれぞれについてご
回答ください。

上司等から暴⼒を受けたが、打撲程度であって１〜２回で治療は終了した

上司等から暴⼒を受け怪我をし、治療に１〜２か⽉以上を要した

上司から業務上必要のない⼜は業務の⽬的を逸脱した叱責が１回あった

上司から業務上必要のない⼜は業務の⽬的を逸脱した叱責が今までに数回あった

上司から業務上必要のない⼜は業務の⽬的を逸脱した叱責が週に数回あった

⑥対⼈ 関
係

 同僚等から、暴⾏⼜はひどいいじめ・嫌がらせを受けた
※同僚や部下からの集団による⾏為で，抵抗・拒絶することが困難な場合（パワーハラスメントに相当するも
の）は除きます

上司とのトラブルがあった
※「トラブル」は、業務上の対⽴や業務指導の範囲内である強い指導・叱責を想定してください

同僚とのトラブルがあった
※「トラブル」は、業務上の対⽴を想定してください

部下とのトラブルがあった
※「トラブル」は、業務上の対⽴を想定してください

同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された
※同僚等とは同僚および部下を指しています

同僚等から本⼈不在の場で誹謗中傷されていたことを知った
※同僚等とは同僚および部下を指しています
業務に関し、インターネット上で誹謗中傷を受けた
※窓⼝対応など担当した業務に関して、インターネットの匿名の掲⽰板などで、誹謗中傷を受けている場合な
どを想定してください
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Q1_71 上司から業務のやり⽅等を否定され、指導なくやり直しを指⽰された ○1 ○2
Q1_72 上司から業務のやり⽅等を否定され、指導なく繰り返しやり直しを指⽰された ○1 ○2
Q1_73 セクシュアルハラスメントを受けた ○1 ○2
Q1_74 性的指向・性⾃認に関する差別やハラスメントを受けた ○1 ○2

Q1_75 ○1 ○2

Q1_76 ○1 ○2

Q1_77 ○1 ○2

Q1_78 ○1 ○2

⑦セク シュア
ルハラ スメン
ト

⑧上記以外
の出来事類

型

作業環境や作業管理の状況が悪化した
※「作業環境」は、職場の騒⾳、照明、温度、湿度、換気、臭気等の環境を指します。「作業管理の状況」
は、有害要因へのばく露、作業⽅法、作業姿勢、作業速度、⼀連続作業時間等に関する管理の状況を指します

会社とのトラブルがあった
※対個⼈ではなく⼈事処遇や組織運営等に関するトラブルを指します
健康状態が不良にもかかわらず出勤を強要された
※体調不良にもかかわらず出勤を命じられた場合や、業務量から出勤せざるを得なかった場合を想定してくだ
さい

退職させてもらえなかった
※退職届や退職願いを提出するなど、明確な退職の意思を⽰しても、聞き⼊れられず、働き続けることを強要
された状況を想定してください
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⾮

正
規

雇
⽤

労
働

者
で

あ
る

⾃
分
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正

社
員

登
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が
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送
ら

れ
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成

果
主

義
・

能
⼒

主
義

評
価

制
度

に
お

い
て

，
評

価
が

下
が

っ
た

。
○

1
○

2
○

3
○

4
○

5
○

6
○

7
○

8
○

9
○

10
○

11

③
仕

事
 の

量
・

 質

１
か

⽉
に

60
時

間
以

上
80

時
間

未
満

の
時

間
外

労
働

を
⾏

っ
た

※
時

間
外

労
働

と
は

１
週

間
当

た
り

40
時

間
を

超
え

る
労

働
の

こ
と

を
い

い
、

休
⽇

労
働

を
含

み
ま

す

１
か

⽉
に

80
時

間
以

上
10

0時
間

未
満

の
時

間
外

労
働

を
⾏

っ
た

※
時

間
外

労
働

と
は

１
週

間
当

た
り

40
時

間
を

超
え

る
労

働
の

こ
と

を
い

い
、

休
⽇

労
働

を
含

み
ま

す
１

か
⽉

に
10

0時
間

以
上

12
0時

間
未

満
の

時
間

外
労

働
を

⾏
っ

た
※

時
間

外
労

働
と

は
１

週
間

当
た

り
40

時
間

を
超

え
る

労
働

の
こ

と
を

い
い

、
休

⽇
労

働
を

含
み

ま
す

１
か

⽉
に

12
0時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

⾏
っ

た
※

時
間

外
労

働
と

は
１

週
間

当
た

り
40

時
間

を
超

え
る

労
働

の
こ

と
を

い
い

、
休

⽇
労

働
を

含
み

ま
す

深
夜

勤
務

を
含

む
不

規
則

な
シ

フ
ト

勤
務

を
⾏

っ
た

※
シ

フ
ト

が
し

ば
し

ば
変

更
さ

れ
た

り
、

直
前

（
前

⽇
〜

数
⽇

前
）

に
決

定
さ

れ
た

り
す

る
、

あ
る

い
は

シ
フ

ト
間

の
休

憩
が

⼗
分

で
は

な
い

な
ど

の
状

況
を

想
定

し
て

く
だ

さ
い

海
外

出
張

が
あ

っ
た

※
１

週
間

程
度

の
出

張
期

間
を

想
定

し
て

く
だ

さ
い

国
内

出
張

が
増

え
た

※
連

続
⼜

は
分

割
し

て
⽉

に
１

週
間

程
度

の
出

張
を

⾏
う

場
合

を
想

定
し

て
く

だ
さ

い

④
役

 割
・

地
 位

の
変

化
等

配
置

転
換

が
あ

っ
た

※
「

配
置

転
換

」
は

、
所

属
部

署
や

勤
務

場
所

の
変

更
を

指
し

、
転

居
を

伴
う

も
の

を
除

き
ま

す
転

勤
を

し
た

※
「

転
勤

」
は

、
勤

務
場

所
の

変
更

で
あ

っ
て

転
居

を
伴

う
も

の
を

指
し

ま
す

給
与

が
⼤

き
く

減
っ

た
※

従
来

と
同

様
の

仕
事

を
し

て
い

る
の

に
、

給
与

が
⼤

き
く

減
る

よ
う

な
場

合
を

想
定

し
て

く
だ

さ
い

役
割

・
地

位
の

変
化

等
に

関
す

る
内

⽰
を

受
け

た
※

転
勤

、
配

置
転

換
、

昇
進

・
降

格
等

の
内

⽰
を

受
け

、
実

際
に

異
動

す
る

前
の

状
況

を
想

定
し

て
く

だ
さ

い

⾮
正

規
雇

⽤
労

働
者

で
あ

る
⾃

分
の

契
約

満
了

が
迫

っ
た

※
契

約
の

更
新

・
不

更
新

が
確

定
す

る
前

の
状

況
を

想
定

し
て

く
だ

さ
い

⾮
正

規
雇

⽤
労

働
者

で
あ

る
⾃

分
の

合
理

的
な

期
待

に
反

し
、

雇
⽤

契
約

が
更

新
さ

れ
な

い
こ

と
と

な
っ

た
※

こ
れ

ま
で

の
更

新
回

数
、

勤
続

年
数

、
雇

⽤
継

続
の

期
待

を
持

た
せ

る
使

⽤
者

の
⾔

動
等

か
ら

、
契

約
更

新
に

つ
い

て
合

理
的

な
期

待
が

あ
る

場
合

を
想

定
し

て
い

ま
す

業
務

の
範

囲
や

裁
量

権
が

⼤
幅

に
減

っ
た

※
役

職
定

年
や

定
年

退
職

後
の

雇
⽤

延
⻑

等
に

よ
る

変
化

を
想

定
し

て
い

ま
す
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部
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上
司

等
か

ら
過

⼤
な

要
求

を
受

け
た

※
達

成
不

可
能

な
⽬

標
を

与
え

で
き

な
い

と
叱

責
す

る
、

業
務

と
無

関
係

な
雑

⽤
を

強
制

さ
れ

る
、

な
ど

を
想

定
し

て
く

だ
さ

い 上
司

等
か

ら
過

⼩
な

要
求

を
受

け
た

※
退

職
を

⽬
的

に
誰

で
も

で
き

る
仕

事
し

か
与

え
な

い
、

仕
事

を
与

え
な

い
、

な
ど

を
想

定
し

て
く

だ
さ

い

労
働

契
約

の
不

利
益

な
変

更
が

あ
っ

た
※

労
働

契
約

の
変

更
に

よ
り

、
雇

⽤
形

態
（

正
社

員
、

パ
ー

ト
等

）
、

契
約

期
間

、
労

働
⽇

数
・

時
間

な
ど

が
不

利
益

に
変

更
さ

れ
た

場
合

を
想

定
し

て
く

だ
さ

い

上
司

等
か

ら
個

の
侵

害
を

受
け

た
※

職
場

外
で

も
継

続
的

に
監

視
し

た
り

、
個

⼈
情

報
を

本
⼈

の
了

解
を

得
ず

に
暴

露
す

る
、

な
ど

を
想

定
し

て
く

だ
さ

い

同
僚

等
が

ひ
ど

い
叱

責
を

受
け

て
い

る
場

に
何

度
も

遭
遇

し
た

※
同

僚
等

と
は

同
僚

お
よ

び
部

下
を

指
し

て
い

ま
す

 同
僚

等
か

ら
、

暴
⾏

⼜
は

ひ
ど

い
い

じ
め

・
嫌

が
ら

せ
を

受
け

た
※

同
僚

や
部

下
か

ら
の

集
団

に
よ

る
⾏

為
で

，
抵

抗
・

拒
絶

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

（
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
相

当
す

る
も

の
）

は
除

き
ま

す

⑤
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

上
司

等
か

ら
、

⾝
体

的
攻

撃
、

精
神

的
攻

撃
等

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
受

け
た

※
「

⾝
体

的
攻

撃
、

精
神

的
攻

撃
等

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

」
は

、
暴

⾏
や

、
必

要
以

上
に

⻑
時

間
に

わ
た

る
厳

し
い

叱
責

な
ど

を
指

し
ま

す
。

上
司

か
ら

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
ほ

か
、

同
僚

や
部

下
か

ら
の

集
団

に
よ

る
⾏

為
で

抵
抗

・
拒

絶
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
も

含
み

ま
す

上
司

等
か

ら
暴

⼒
を

受
け

た
が

、
打

撲
程

度
で

あ
っ

て
１

〜
２

回
で

治
療

は
終

了
し

た

上
司

等
か

ら
暴

⼒
を

受
け

怪
我

を
し

、
治

療
に

１
〜

２
か

⽉
以

上
を

要
し

た

上
司

か
ら

業
務

上
必

要
の

な
い

⼜
は

業
務

の
⽬

的
を

逸
脱

し
た

叱
責

が
１

回
あ

っ
た

上
司

か
ら

業
務

上
必

要
の

な
い

⼜
は

業
務

の
⽬

的
を

逸
脱

し
た

叱
責

が
今

ま
で

に
数

回
あ

っ
た

上
司

か
ら

業
務

上
必

要
の

な
い

⼜
は

業
務

の
⽬

的
を

逸
脱

し
た

叱
責

が
週

に
数

回
あ

っ
た

上
司

等
か

ら
⼈

間
関

係
か

ら
の

切
り

離
し

を
受

け
た

※
無

視
や

孤
⽴

化
な

ど
を

想
定

し
て

く
だ

さ
い
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65
⾃

分
を

理
解

し
て

く
れ

て
い

た
⼈

が
他

の
部

署
に

異
動

し
た
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顧

客
や

取
引

先
、

施
設

利
⽤

者
等

か
ら

著
し

い
迷

惑
⾏

為
（

暴
⾏

、
脅

迫
、

暴
⾔

、
著

し
く

不
当

な
要

求
等

）
を

受
け

た
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上

司
か

ら
業

務
の

や
り

⽅
等

を
否

定
さ

れ
、

指
導

な
く

や
り

直
し

を
指

⽰
さ

れ
た
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72
上

司
か

ら
業

務
の

や
り

⽅
等

を
否

定
さ

れ
、

指
導

な
く

繰
り

返
し

や
り

直
し

を
指

⽰
さ

れ
た
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ク
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74

性
的

指
向

・
性

⾃
認

に
関

す
る

差
別

や
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ラ
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⑦
セ

ク
 シ

ュ
ア

ル
ハ

ラ
 ス

メ
ン

ト ⑧
上

記
以

外
の

出
来

事
類

型

※
「

作
業

環
境

」
は

、
職

場
の

騒
⾳

、
照

明
、

温
度

、
湿

度
、

換
気

、
臭

気
等

の
環

境
を

指
し

ま
す

。
「

作
業

管
理

の
状

況
」

は
、

有
害

要
因

へ
の

ば
く

露
、

作
業

⽅
法

、
作

業
姿

勢
、

作
業

速
度

、
⼀

連
続

作
業

時
間

等
に

関
す

る
管

理
の

状
況

を
指

し
ま

す 会
社

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

※
対

個
⼈

で
は

な
く

⼈
事

処
遇

や
組

織
運

営
等

に
関

す
る

ト
ラ

ブ
ル

を
指

し
ま

す
健

康
状

態
が

不
良

に
も

か
か

わ
ら

ず
出

勤
を

強
要

さ
れ

た
※

体
調

不
良

に
も

か
か

わ
ら

ず
出

勤
を

命
じ

ら
れ

た
場

合
や

、
業

務
量

か
ら

出
勤

せ
ざ

る
を

得
な

か
っ

た
場

合
を

想
定

し
て

く
だ

さ
い

退
職

さ
せ

て
も

ら
え

な
か

っ
た

※
退

職
届

や
退

職
願

い
を

提
出

す
る

な
ど

、
明

確
な

退
職

の
意

思
を

⽰
し

て
も

、
聞

き
⼊

れ
ら

れ
ず

、
働

き
続

け
る

こ
と

を
強

要
さ

れ
た

状
況

を
想

定
し

て
く

だ
さ

い

⑥
対

⼈
 関

係

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

※
「

ト
ラ

ブ
ル

」
は

、
業

務
上

の
対

⽴
や

業
務

指
導

の
範

囲
内

で
あ

る
強

い
指

導
・

叱
責

を
想

定
し

て
く

だ
さ

い

同
僚

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

※
「

ト
ラ

ブ
ル

」
は

、
業

務
上

の
対

⽴
を

想
定

し
て

く
だ

さ
い

部
下

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

※
「

ト
ラ

ブ
ル

」
は

、
業

務
上

の
対

⽴
を

想
定

し
て

く
だ

さ
い

同
僚

等
の

昇
進

・
昇

格
が

あ
り

、
昇

進
で

先
を

越
さ

れ
た

※
同

僚
等

と
は

同
僚

お
よ

び
部

下
を

指
し

て
い

ま
す

同
僚

等
か

ら
本

⼈
不

在
の

場
で

誹
謗

中
傷

さ
れ

て
い

た
こ

と
を

知
っ

た
※

同
僚

等
と

は
同

僚
お

よ
び

部
下

を
指

し
て

い
ま

す
業

務
に

関
し

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
で

誹
謗

中
傷

を
受

け
た

※
窓

⼝
対

応
な

ど
担

当
し

た
業

務
に

関
し

て
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

匿
名

の
掲

⽰
板

な
ど

で
、

誹
謗

中
傷

を
受

け
て

い
る

場
合

な
ど

を
想

定
し

て
く

だ
さ

い

作
業

環
境

や
作

業
管

理
の

状
況

が
悪

化
し

た
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